
２２３３ 市市報報たたくく２２００１１１１．．１１

各・種・お・知・ら・せ

多久市の収入の一部とするため、有料広告を掲載しています。
詳しくは、市総務部広報統計係　緯０９５２－７５－２１１６　死koho@city.taku.lg.jp

　　登録料　　6,300 円
　 　（仮申し込みの際にお支払い）

　　工事費　　5,250 円
　　 （工事の際にお支払い）

初期費用合計 11,550円
※他コースからの乗換手数料
　　　　　　　　… 5,000 円
（コースの変更はモデム交換工事が必要です）

選べる 3つのコース！ただいま予約受付中！

（金額は、すべて消費税込みです）

詳しくは、多久ケーブルメディア ☎75‒8585 まで

広 告

　佐賀税務署では、国民のみなさまに、国税に関す
る意見・要望等をお伺いし、事務運営の改善に役立
て、納税者のみなさまの利便性の向上を図るための
「国税モニター」を募集しています。

人　　員　１名
任　　期　１年間（平成２３年４月～平成２４年３月）
応募資格　多久市、佐賀市、小城市に在住の２０歳以
　　　　　上（平成２３年４月１日現在）の方。
　　　　　ただし、国や地方公共団体の議員および
　　　　　公務員、国税モニター経験者の方は除き
　　　　　ます。
応募方法　佐賀税務署に応募用紙を備え付けています
　　　　　ので、郵送または持参してください。
　　　　　ホームページからも応募できます。
　　　　　http://www.nta.go.jp/fukuoka/
応募締切　平成２３年１月３１日月
　　　　　（郵送の場合は当日消印有効）

■問い合わせ
　佐賀税務署　税務広報広聴官　☎３２－７５１１

平成２３年度
「国税モニター」募集

　佐賀地方法務局では、平日に法務局へ相談にこら
れない方のために、「法務局休日なんでも相談所」を
開設します。登記、供託、成年後見等の相談、人権
相談等にお答えします。気軽におこしください。
日　時　１月２３日日　１０時～１６時
　　　　受付　１０時～１５時３０分
会　場　佐賀市兵庫町大字藤木１００６－１
　　　　ほほえみ館（佐賀市健康福祉会館）４階
■問い合わせ　佐賀地方法務局  総務課  ☎２６－２１４９
　※当日は、☎０８０－２７３７－２４７２にお願いします。

「法務局休日なんでも相談所」
開設します

お電話の方は自動音声案内に従い、「当税務署にご用の方
（２）」を選択（プッシュまたはダイヤル）してください。

　不動産の相続・売買・贈与・会社設立・役員変更
などの登記、供託、債務整理、成年後見人、遺言、
各種裁判手続きなど、司法書士業務全般に関してご
相談をお受けします。
日　　時　２月５日土　１０時～１５時
佐賀会場　佐賀市天神３丁目２－１１
　　　　　アバンセ４階第３研修室Ａ・Ｂ
この他の相談会場は、お問い合わせください

当日は電話相談もお受けします
　専用ダイヤル　☎２９－９９６６　☎２９－０６３５
■問い合わせ　佐賀県司法書士会　☎２９－０６２６

司法書士会による
県下一斉無料法律相談会


